
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ビタミンＣ又はその誘導体を含有する架橋高分子のゲルと支持体とを含むパップ剤であっ
て、前記ゲルはメタケイ酸アルミン酸マグネシウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル及び塩
化アルミニウムの内、２種を含有することにより高分子が架橋されていることを特徴とす
るパップ剤。
【請求項２】
高分子がゼラチン、アラビアガム、グルコマンナン、キサンタンガム、トラガントガム、
ポリアクリル酸、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリ
ドン、カルボキシビニルポリマー、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドリキシ
プロピルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、メチルセルロース、メチル
ビニルエーテル・無水マレイン酸共重合体、ポリアルギン酸ナトリウム、ポリエチレンオ
キサイドからなる群から選択される１または２以上である請求項１に記載のパップ剤。
【請求項３】
ビタミンＣ又はその誘導体の含有量が架橋高分子のゲル１００重量部に対して０．０１～
１０重量部であることを特徴とする請求項１または２に記載のパップ剤。
【請求項４】
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル、塩化アルミニウムの
内、２種の架橋剤の含有量の和が架橋高分子のゲル１００重量部に対して０．５～５重量
部であることを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載のパップ剤。
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【請求項５】
高分子の含有量が架橋高分子のゲル１００重量部に対して１～４０重量部であることを特
徴とする請求項１～４の何れか一項に記載のパップ剤。
【請求項６】
前記ゲルのｐＨが５．５～８．５の範囲である請求項１～５項の何れか一項に記載のパッ
プ剤。
【請求項７】
前記ゲルは、更に多価アルコールを含む請求項１～６の何れか一項に記載のパップ剤。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ビタミンＣ又はその誘導体を含有するパップ剤に関するものである。更に詳し
くは、本発明はビタミンＣ又はその誘導体を含有する架橋高分子のゲルと支持体とを含む
パップ剤に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来のパップ剤における水溶性粘着成分は、消炎鎮痛用のパップ剤（外皮用貼付剤）、保
湿化粧用パック、冷却ゲルシートなど今日では、広く日常的に用いられおり、カオリン、
グリセリンをベースとしてポリアクリル酸ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナト
リウム等の水溶性高分子物質、各種の有効成分、水等を加えて練合したものに金属架橋剤
を作用させて保形性を保ち成形したものである。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ビタミンＣ又はその誘導体は以前より、皮膚メラニンの生成抑制による色素の異常な沈着
を防止する効果が知られており、これを美白作用効果を得るための有効成分として化粧用
パック等のパップ剤に配合することも試みられている。しかし、ビタミンＣ又はその誘導
体を粘着性のパップ剤に添加するとビタミンＣ又はその誘導体と金属架橋剤の相互作用に
より、水溶性高分子間に架橋が形成されないため安定したゲルを形成することはできず、
パップ剤としての成形が不可能であるという問題点があった。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
そこで、この問題を解決するために鋭意検討した結果、架橋剤としてメタケイ酸アルミン
酸マグネシウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル、塩化アルミニウムの内、２種を、水溶性
高分子、グリセリン、カオリン、水等の練合物に配合することにより保形性の良いゲル状
のパップ剤を得ることができることを見出し、本発明を完成した。
【０００５】
すなわち、本発明は、ビタミンＣ又はその誘導体を含有する架橋高分子のゲルと支持体と
を含むパップ剤であって、前記ゲルはメタケイ酸アルミン酸マグネシウム、乾燥水酸化ア
ルミニウムゲル、塩化アルミニウムの内、２種により高分子が架橋されていることを特徴
とするパップ剤である。
【０００６】
本発明においては、高分子はゼラチン、アラビアガム、グルコマンナン、キサンタンガム
、トラガントガム、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリビニルアルコール
、ポリビニルピロリドン、カルボキシビニルポリマー、カルボキシメチルセルロースナト
リウム、ヒドリキシプロピルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、メチル
セルロース、メチルビニルエーテル・無水マレイン酸共重合体、ポリアルギン酸ナトリウ
ム、ポリエチレンオキサイドからなる群から選択される１または２以上であるのが好まし
い。
【０００７】
本発明においては、ビタミンＣ又はその誘導体の含有量は架橋高分子のゲル１００重量部
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に対して０．０１～１０重量部であるのが好ましい。
本発明においては、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル、
塩化アルミニウムの内、２種の架橋剤の含有量の和は、架橋高分子のゲル１００重量部に
対して０．５～５重量部であるのが好ましい。
本発明においては、高分子の含有量は架橋高分子のゲル１００重量部に対して１～４０重
量部であるのが好ましい。
【０００８】
また、本発明のパップ剤のゲルのｐＨは５．５～８．５の範囲であるのが好ましい。さら
に本発明のパップ剤のゲルは、更に多価アルコールを含む前記パップ剤である。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を更に詳しく説明する。
本発明は、ビタミンＣ又はその誘導体を含有する架橋高分子のゲルと支持体とを含むパッ
プ剤であって、前記ゲルはメタケイ酸アルミン酸マグネシウム、乾燥水酸化アルミニウム
ゲル、塩化アルミニウムの内、２種により高分子が架橋されていることを特徴とするパッ
プ剤である。すなわち、本発明のパップ剤は、ビタミンＣ又はその誘導体とメタケイ酸ア
ルミン酸マグネシウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル、塩化アルミニウムの内、２種と高
分子とを含むことを特徴とするものである。このパップ剤は、ビタミンＣ又はその誘導体
を有効性成分として含むことによりビタミンＣ又はその誘導体による各種の効果を得るこ
とができ、且つメタケイ酸アルミン酸マグネシウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル、塩化
アルミニウムの内、２種を架橋剤として含むことによりビタミンＣ又はその誘導体の存在
下でも高分子が架橋されてゲルを形成するため、優れた保形性および粘着性を有すること
ができる。まず、これらの各成分のそれぞれについて以下説明する。
【００１０】
＜１＞ビタミンＣ又はその誘導体
本発明の架橋高分子のゲルを含むパップ剤は、ビタミンＣ、すなわちＬ－アスコルビン酸
、またはＬ－アスコルビン酸の誘導体を含む。Ｌ－アスコルビン酸の誘導体には、Ｌ－ア
スコルビン酸ナトリウム、リン酸Ｌ－アスコルビルマグネシウム等のＬ－アスコルビン酸
の各種の塩、パルミチン酸Ｌ－アスコルビル、ステアリン酸Ｌ－アスコルビル、ビタミン
Ｃイソプロピルのようなエステル等が挙げられる。これらのビタミンＣまたはその誘導体
は単独で使用することもできるが、２種類以上を組み合わせて使用することもできる。そ
の配合量は架橋高分子のゲル１００重量部に対して、０．０１～１０重量部であるのが好
ましく、１～５重量部であるのが更に好ましい。本発明のビタミンＣ又はその誘導体を含
有するため、ビタミンＣに由来する各種の効果、例えば皮膚メラニンの生成抑制による美
白作用効果等を得ることができる。
【００１１】
上記のように本発明のパップ剤はビタミンＣ又はその誘導体を有効成分として含むが、他
の有効成分を含むこともできる。好ましい有効成分としては、ヒアルロン酸ナトリウム、
ビタミンＡ、コラーゲン等が挙げられる。
【００１２】
＜２＞高分子物質
本発明のパップ剤は高分子を含む。高分子としては、ゼラチン、アラビアガム、グルコマ
ンナン、キサンタンガム、トラガントガム等の天然高分子、ポリアクリル酸、ポリアクリ
ル酸ナトリウム、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、カルボキシビニルポリ
マー、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドリキシプロピルセルロース、メチル
セルロース、エチルセルロース、メチルセルロース等のセルロース類、メチルビニルエー
テル・無水マレイン酸共重合体、ポリアルギン酸ナトリウム、ポリエチレンオキサイド等
の水溶性合成高分子が挙げられる。これらの高分子の分子量は特に限定されるものではな
い。
【００１３】
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これらの高分子は単独で使用しても良いし、２種類以上組み合わせて使用してもよい。こ
れらの高分子の中では、ポリアクリル酸及びポリアクリル酸ナトリウムに他の高分子を混
合して使用するのが好ましい。この高分子の配合量は、選択する高分子の種類により適宜
選択することができるが、架橋高分子のゲル１００重量部に対して１～４０重量部である
のが好ましく、５～２０重量部であるのが更に好ましい。このような量の高分子を配合す
ることにより、保形性が良く、また、粘着性のよいパップ剤を作製することができる。
【００１４】
＜３＞架橋剤
本発明の架橋高分子のゲルを含むパップ剤は、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、乾燥
水酸化アルミニウムゲル、塩化アルミニウムの内、２種を架橋剤として含む。
【００１５】
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル、塩化アルミニウムの
組み合わせは、製品の貼附部位や粘着力により適宜選択して使用することができる。メタ
ケイ酸アルミン酸マグネシウムは、例えば、富士化学工業（株）からノイシリンとして購
入したものを使用することができ、乾燥水酸化アルミニウムゲルは、協和化学工業（株）
から乾燥水酸化アルミニウムゲルとして購入したものを使用することができる。塩化アル
ミニウムについては、和光純薬工業（株）から塩化アルミニウムとして購入したものを使
用でき、選択する高分子の種類や求められる粘着力により適宜上記の内２種を選択するこ
とができる。
【００１６】
本発明で使用するこれらの架橋剤の構造式を以下に示す。
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム：Ａｌ 2Ｏ 3・ＭｇＯ・２ＳｉＯ 2・ｘＨ 2Ｏ
乾燥水酸化アルミニウムゲル　　　：Ａｌ 2Ｏ 3・ｎＨ 2Ｏ
塩化アルミニウム　　　　　　　　：ＡｌＣｌ 3・６Ｈ 2Ｏ
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル、塩化アルミニウムの
内、２種の配合量は、架橋高分子のゲル１００重量部に対して０．５～５重量部であるの
が好ましく、０．７～３重量部であるのが更に好ましい。０．５～５重量部の割合でメタ
ケイ酸アルミン酸マグネシウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル、塩化アルミニウムの内、
２種を配合することにより、ビタミンＣ又はその誘導体を含む場合でも、高分子を架橋さ
せゲルを形成することができ、ゲルの保形性を長期間維持することができる安定なパップ
剤を得ることができる。
【００１７】
パップ剤にビタミンＣまたはその誘導体を配合すると、通常、ビタミンＣまたはその誘導
体と架橋剤との相互作用により、高分子が架橋されなくなるが、メタケイ酸アルミン酸マ
グネシウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル、塩化アルミニウムの内、２種を架橋剤として
用いることにより、高分子に好適に架橋が形成される。
【００１８】
＜４＞パップ剤
本発明の架橋高分子のゲルを含むパップ剤は上記の成分の他に、水を適量含む。水の含有
量は架橋高分子のゲル１００重量部に対して、２０重量部～８０重量部であるのが好まし
く、３０重量部～６０重量部であるのが更に好ましい。
【００１９】
パップ剤は、更に、通常のパップ剤に用いられる種々の添加剤として、グリセリン、ソル
ビトール、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、エチレングリコール等
の多価アルコールを含むのが好ましい。これらの多価アルコールの中ではグリセリン、ソ
ルビトール、プロピレングリコールを使用するのが好ましい。多価アルコールの含有量は
、架橋高分子のゲル１００重量部に対して、５～４０重量部であるのが好ましく、１０～
３０重量部であるのが更に好ましい。これらの多価アルコールを適量な範囲で配合するこ
とにより、保形性および粘着性を長期間安定に保持することができる。
【００２０】
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また、本発明のパップ剤は、カオリン、ベントナイト、酸化チタン等の無機物を含むのが
好ましい。無機物の中ではカオリンを使用するのが好ましい。これらの無機物の含有量は
、架橋高分子のゲル１００重量部に対して、０．１重量部～２０重量部であるのが好まし
く、２重量部～１０重量部であるのが更に好ましい。これらの無機物を配合することによ
り、パップ剤、膏体の凝集力を高めることができる。
【００２１】
また、本発明のパップ剤は、通常のパップ剤に用いられる種々の添加剤として、エタノー
ル、イソプロパノール等のアルコール類、亜硫酸水素ナトリウム、エリソルビン酸等の酸
化防止剤、メチルパラベン、プロピルパラベン等の防腐剤、硬化ヒマシ油等の界面活性剤
、ホホバ油、ユーカリ油等の油分、エデト酸ナトリウム等のキレート剤、水酸化ナトリウ
ム、酒石酸等のｐＨ調整剤、香料、色素等を必要に応じて適宜配合することができる。こ
れらの添加剤の種類は特に限定されるものではなく、従来より、パップ剤、パック、軟膏
、ジェル、クリーム等に使用されているものを適宜選択して、使用することができる。ま
た、その含有量についても、特に限定されるものではなく、適宜その使用目的に応じてそ
の含有量を調製することができる。
【００２２】
また、本発明のパップ剤は、ｐＨ５．５～８．５において用いるのが好ましく、ｐＨ６．
０～８．０において用いるのが更に好ましい。ｐＨ５．５～８．５において使用すると、
パップ剤の保形性および粘着性はよく、長期保存下における安定性がよい。なお、パップ
剤のｐＨは、例えば、通常のｐＨメーターを用いて測定することができる。
【００２３】
本発明のパップ剤は、使いやすさやビタミンＣ又はその誘導体あるいは他の有効成分の効
果を持続的に得るという点からは、以下に述べるように支持体を含むパップ剤として使用
する。
【００２４】
支持体を含むパップ剤は例えば、以下のようにして製造することができる。すなわち、上
記の各成分を均一に練合してペースト状に調製して作製した膏体（ゲル）とを、常法にし
たがって、紙、不織布、プラスチックフィルム等の支持体に塗布して展延してパップ剤を
得る。パップ剤の保護のために表面に剥離紙を貼りあわせ、所定の大きさに裁断して使用
してもよい。パップ剤を製造する方法は特に限定されるものではなく通常パップ剤を製造
する際に用いる方法を適宜使用することができる。
【００２５】
支持体としては紙、不織布、プラスチックフィルム等を使用することができ、特に限定さ
れるものではないが、不織布、ニットを使用するのが好ましい。
本発明のパップ剤は、ビタミンＣまたはその誘導体と水溶性の高分子と水とを含むペース
トに、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル、塩化アルミニ
ウムの内、２種を架橋剤として用いることにより高分子に架橋を形成し、安定したゲルを
成形することができる。そしてこのパップ剤は、固化し難く、離水による分離、支持体か
らの裏ジミ、支持体から周りへのダレ等が生じず、安定した保形性を有することが分かっ
た。
【００２６】
【実施例】
以下、実施例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に限定される
ものではない。
【００２７】
【実施例１～６】
下記の表１に示す成分を混合して、各種の膏体（ゲル）を得た。そして、得られた膏体を
ポリエステル繊維から成る基布に、１０００ｇ／ｍ 2となるように展延し、剥離紙を前記
膏体表面に貼附し、パップ剤を得た。
【００２８】
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【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２９】
【比較例１～３】
実施例１～３の成分より、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、乾燥水酸化アルミニウム
ゲル、塩化アルミニウムを除去し、代わりに水酸化アルミナマグネシウムを同量配合した
パップ剤を比較例１～３として製造した。
【００３０】
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【比較例４～６】
実施例４～６の成分より、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、乾燥水酸化アルミニウム
ゲル、塩化アルミニウムを除去し、代わりに合成ヒドロタルサイトを同量配合したパップ
剤を比較例４～６として製造した。
【００３１】
【比較例７～９】
実施例１～３の成分より、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、乾燥水酸化アルミニウム
ゲル、塩化アルミニウムを除去し、代わりにジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート
を同量配合したパップ剤を比較例７～９として製造した。
【００３２】
【比較例１０～１２】
実施例４～６の成分より、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、乾燥水酸化アルミニウム
ゲル、塩化アルミニウムを除去し、代わりに水酸化アルミニウムを同量配合したパップ剤
を比較例１０～１２として製造した。
【００３３】
＜パップ剤の評価＞
実施例および比較例で製造したパップ剤は、以下のように評価した。すなわち、室温４０
±２℃、相対湿度（ＲＨ）７５％に調節した恒温恒湿器に、上記の実施例１～６及び比較
例１～１２の各パップ剤をそれぞれ袋に入れて密封して２週間保存した。その後、各パッ
プ剤を恒温恒湿器から取り出して室温に戻し、袋を開封した後、各パップ剤を評価した。
すなわち、膏体のはみ出し、不織布への裏ジミ、ポリエチレンフィルムを剥がした時のフ
ィルムへの膏体付着、人の皮膚に貼付した後に剥がした時の皮膚への膏体付着を、下記の
表２の評価基準に従ってそれぞれ官能試験により評価した。結果を下記の表３に示す。な
お、人の皮膚に貼付した後に剥がした時の皮膚への膏体付着の評価は、上記のパップ剤を
皮膚に貼付して、２時間後に皮膚から剥がすことにより評価した。
【００３４】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３５】
【表３】
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上記の表３の結果から明かなように、本発明のパップ剤は、パップ剤として膏体のはみ出
しや、裏ジミ、膏体付着の無い、優れた保形性を有する。実施例１～３のパップ剤は、上
記の試験方法にしたがって４０℃で１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月間保存した場合も、同様に膏
体のはみ出し、裏ジミ、膏体付着は認められなかった。
【００３６】
【発明の効果】
本発明のビタミンＣ又はその誘導体を配合したパップ剤は、メタケイ酸アルミン酸マグネ
シウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル、塩化アルミニウムの内、２種を含有することによ
り高分子が架橋されてゲルを形成することにより優れた保形性を有する。
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